
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ART369 プロジェクト実行委員会協力事業として、「花を棄てずに未来に繋げる」を理念に

掲げて花にまつわる活動をしているフラワークリエイター篠崎恵美氏（edenworks）による

インスタレーション（場所や空間全体をアートとして表現すること）企画を那須塩原市図書

館みるるで開催します。 
 

■イベント概要 

 アートを活かしたまちづくりとして、ART369 プロジェクト実行委員会が会場準備や情報発

信の面で協力し、多くの市民の皆様がアートを身近に感じる機会を提供します。 

展示期間中は、花を使った生きる作品の日々の変化を感じてもらうとともに、展示終了時

には、会期中にドライフラワーになった作品を包装して来場者にプレゼントします。 

タイトルの「Now/Then,Present」は、“いまの瞬間”と“それから永遠に続いていく”こ

と、また「Present」には“プレゼント（贈り物）”のほか“存在する・そこにある”とい

う意味もあるとおり、花を通して、コミュニケーションや新しいストーリーが生まれ、それ

がずっと続いていくことを願う作者の想いが込められています。 
 

■スケジュール 

展示場所：那須塩原市図書館１階みるるアベニュー 

展示期間：11月 23 日（木・祝）～12 月 15日（金） 

     ※展示日時については、図書館の営業日時に準ずる 

プレゼント実施日：12 月 16 日（土）、17日（日）※無くなり次第終了 

 

■取材ポイント 

 篠崎氏によるインスタレーションが開催されるのは今回が県内で初となります。また今回

のインスタレーションは、彼女の過去の作品の中でも一番規模が大きく、みるるとしても展

示作品の中で過去最大となります。今年 9 月に開催した「NOREN（Keeenue-キーニュ-）」に

続き、アーティストの作品を天井に吊るし長期間展示する取り組みは、ART369 プロジェクト

実行委員会としては今年 2回目となります。 

本イベントは、花が時間とともに移ろう様子を観賞することができ、また、最終的に来場

者が作品の一部をプレゼントとして受け取ることでインスタレーションが完成します。これ

は、ロスフラワー（本来廃棄されてしまう花）を最大限に無くす制作を目指す edenworks な

らではの作品になります。 
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